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洞爺湖町職員の給与に関する条例新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１５条 略 第１５条 略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 前項第２号に掲げる職員              支給単位

期間につき、６６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離

の区分に応じて規則で定める額（定年前再任用短時間勤務職員のう

ち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあ

っては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減

じた額） 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位

期間につき、それぞれ次に                   

          定める額（定年前再任用短時間勤務職員のう

ち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあ

っては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減

じた額） 

 ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）

が片道２キロメートル以上５キロメートル未満である職員 ２，

０００円 

 イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満であ

る職員 ４，２００円 

 ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満で

ある職員 ７，３００円 

 エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満で

ある職員 １０，４００円 
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 オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満で

ある職員 １３，５００円 

 カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満で

ある職員 １６，６００円 

 キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満で

ある職員 １９，７００円 

 ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満で

ある職員 ２２，８００円 

 ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満で

ある職員 ２５，９００円 

 コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満で

ある職員 ２９，１００円 

 サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満で

ある職員 ３２，３００円 

 シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満で

ある職員 ３５，５００円 

 ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３８，７０

０円 

⑶ 略 ⑶ 略 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための

施設（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限

る。第１号及び第７項において「駐車場等」という）を利用し、その
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料金を負担することを常例とするもの（規則で定める職員を除く。）

の通勤手当の額は、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

⑴ 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円

を超えない範囲内で１か月当たりの駐車場等の料金に相当する額と

して規則で定める額 

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前３項の規定による額 

４ 略 ３ 略 

５ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっては、規

則で定める期間）に係る最初の月（当該月に通勤手当を支給すること

が困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月）の規則

で定める日に支給する。 

４ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっては、規

則で定める期間）に係る最初の月                                 

                                                       の規則

で定める日に支給する。 

６ 略 ５ 略 

７ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位とな

る期間として６か月を超えない範囲内で１か月を単位として規則で定

める期間（自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、１か月）

をいう。 

６ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位とな

る期間として６か月を超えない範囲内で１か月を単位として規則で定

める期間（自動車等            に係る通勤手当にあっては、１か月）

をいう。 

８ 略 ７ 略 
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洞爺湖町国民健康保険税条例新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合

計額とする。 

 ⑴ 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計

において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担

する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規

定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金

等」という。）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による

納付金（この条において「介護納付金」という。）及び子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ども・子育て支援納

付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）の

納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

 ⑵・⑶ （略） 

 ⑷ 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用北海道の国民健康保険に関する特

別会計において負担する子ども・子育て支援金納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をい

（課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合

計額とする。 

 ⑴ 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計

において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担

する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規

定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金

等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定によ

る納付金（この条において「介護納付金」という。）                           

                                     

                               の

納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

 ⑵・⑶ （略） 
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う。以下同じ。） 

２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定し

た所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

とする。ただし、当該合算額が２６万円を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、２６万円とする。 

４ （略） 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につ

き算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第

２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３０項に規定する１８

歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者

均等割額を加算した額とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額) 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

法                           第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同上第２項の

規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。）に１００分の８．７を乗じて算定す

る。 

２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

 

２（略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する       被保険者につき算定し

た所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

とする。ただし、当該合算額が２６万円を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、２６万円とする。 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額) 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同上第２項の

規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。）に１００分の８．７を乗じて算定す

る。 

２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 
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第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について２４，

８００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の

前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一

の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下こ

の号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次

号、第７条の３及び第２３条第１項において同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。第３号、第７条の３及び第２３条第１項において同

じ。）以外の世帯 ２６，１００円 

⑵ 特定世帯 １３，０５０円 

⑶ 特定継続世帯 １９，５７５円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分

の２．１９を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について２３，

７００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の

前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一

の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下こ

の号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次

号、第７条の３及び第２３条第１項において同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。第３号、第７条の３及び第２３条第１項において同

じ。）以外の世帯 ２５，４００円 

⑵ 特定世帯 １２，７００円 

⑶ 特定継続世帯 １９，０５０円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分

の２．０６を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額） 
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第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

７，８００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等

割額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７，１００円 

⑵ 特定世帯 ３，５５０円 

⑶ 特定継続世帯 ５，３２５円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に１００分の１．４５を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者

１人について６，３００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について５，５００

円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額） 

第９条の４ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額に１００

分の０.２９を乗じて算定する。 

 （国民健康保険被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の均等割

額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

７，４００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等

割額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，５００円 

⑵ 特定世帯 ３，２５０円 

⑶ 特定継続世帯 ４，８７５円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に１００分の１．２９を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者

１人について５，５００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について５，０００

円とする。 
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第９条の５ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

１，０００円とする。 

 （１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以

上被保険者均等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被

保険者１人について１００円とする 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯

別平等割額） 

第９条の７ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

  ⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，０００円 

  ⑵ 特定世帯 ５００円 

  ⑶ 特定継続世帯 ７５０円 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超え

る場合には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額か

らウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が２６万円

を超える場合には、２６万円）、同条第４項本文の介護納付金課税額から

オ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を

超える場合には、１７万円）並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援

納付金課税額からキ及びケまでに掲げる額を減額して得た額の合算額とす 

  る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超え

る場合には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額か

らウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が２６万円

を超える場合には、２６万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額

からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万

円を超える場合には、１７万円）                   

                            の合算額とす

る。 
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⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定す

る給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中

に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以

上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有するものを除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっ

ては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

１７，３６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １８，２７０円 

   （イ） 特定世帯 ９，１３５円 

⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第 

３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定す

る給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中

に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以

上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有するものを除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっ

ては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

１６，５９０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １７，７８０円 

   （イ） 特定世帯 ８，８９０円 
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   （ウ） 特定継続世帯 １３，７０３円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ５，４６０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，９７０円 

   （イ） 特定世帯 ２，４８５円 

   （ウ） 特定継続世帯 ３，７２８円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について  

４，４１０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額  １世帯について  

３，８５０円 

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について７００円  

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人について７０円 

  ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額  

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７００円  

（イ） 特定世帯 ３５０円  

   （ウ） 特定継続世帯 １３，３３５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ５，１８０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，５５０円 

   （イ） 特定世帯 ２，２７５円 

   （ウ） 特定継続世帯 ３，４１３円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について  

３，８５０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額  １世帯について  

３，５００円 
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（ウ） 特定継続世帯 ５２５円  

⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき３０万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人につい

て １２，４００円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額   

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １３，０５０円 

   （イ） 特定世帯 ６，５２５円 

   （ウ） 特定継続世帯 ９，７８８円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ３，９００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，５５０円 

   （イ） 特定世帯 １，７７５円 

   （ウ） 特定継続世帯 ２，６６３円 

 

⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき３０万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人につい

て １１，８５０円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額   

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １２，７００円 

   （イ） 特定世帯 ６，３５０円 

   （ウ） 特定継続世帯 ９，５２５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ３，７００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，２５０円 

   （イ） 特定世帯 １，６２５円 

   （ウ） 特定継続世帯 ２，４３８円 
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オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について  

３，１５０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯について  

   ２，７５０円 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について５００円  

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人について５０円 

  ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額  

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５００円  

（イ） 特定世帯 ２５０円  

（ウ） 特定継続世帯 ３７５円  

⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５６万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について  

２，７５０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯について  

   ２，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５６万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  
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被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人につい

て４，９６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額   

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，２２０円 

   （イ） 特定世帯 ２，６１０円 

   （ウ） 特定継続世帯 ３，９１５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について １，５６０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，４２０円 

   （イ） 特定世帯 ７１０円 

   （ウ） 特定継続世帯 １，０６５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について  

１，２６０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯について  

１，１００円 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について２００円  

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人につい

て４，７４０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額   

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，０８０円 

   （イ） 特定世帯 ２，５４０円 

   （ウ） 特定継続世帯 ３，８１０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について １，４８０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，３００円 

   （イ） 特定世帯 ６５０円 

   （ウ） 特定継続世帯 ９７５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について  

１，１００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯について  

１，０００円 
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歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人について２０円 

  ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額  

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２００円  

（イ） 特定世帯 １００円  

（ウ） 特定継続世帯 １５０円  

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税

義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

 ⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，７２０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ６，２００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ９，９２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １２，４００円 

 ⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人につい

て次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，１７０円 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税

義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

 ⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，５５５円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ５，９２５円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ９，４８０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １１，８５０円 

 ⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人につい

て次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，１１０円 
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イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 １，９５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ３，１２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ３，９００円 

⑶ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人

について次に定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １５０円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ２５０円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ４００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５００円 

３ ⑴～⑹ （略）  

⑺ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の所得割額当該出産被保険者につき第９条の４の規定により算定し

た所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間の

うち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑻ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の５の規定に

より算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分

の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額 

   附 則 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 １，８５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，９６０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ３，７００円 

 

 

 

 

 

 

 

３ ⑴～⑹ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同
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一世帯所属者が法付則第３３条の２第５項の配当所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第２３条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と「同条第２項」とあるのは「法３１４条の２第２項」と同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」

と、第２３条第１項中「山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の

金額」とする。 

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第２３条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又

は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第

３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の

合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得金額の合

一世帯所属者が法付則第３３条の２第５項の配当所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条      及び第２３条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と「同条第２項」とあるのは「法３１４条の２第２項」と同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」

と、第２３条第１項中「山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の

金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条      及び第２３条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又

は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第

３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の

合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得金額の合
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計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」

と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得金額」とする。 

１３ （略） 

  (一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第２３

条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、同条２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡 

所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第

２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」

と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得金額」とする。 

１３ （略） 

 (一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条      及び第２３

条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

４１条の２第２項」と、同条２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特 

定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲

渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条    及び第２

３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは
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「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 (先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第２

３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」と「同条第２項」とあるのは「法第３１４

条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」とする。 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第２３条の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」と「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 (先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合における第３条、第６条、第８条、     及び第２

３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」と「同条第２項」とあるのは「法第３１４

条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」とする。 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特 

定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条、    及び第２３条の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」と「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等
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の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」とする。 

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特 

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条２項に規定

する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は

同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所

得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６

条、第８条、第９条の４及び第２３条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林

所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第

１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定

する特例適用利子等の額（以下この条及び第２３条第１項において「特例

適用利子等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適

用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子

等の額」とする。 

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特 

の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」とする。 

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特 

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条２項に規定

する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は

同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所

得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６

条、第８条     及び第２３条第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所

得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１

２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用利子等の額（以下この条及び第２３条第１項において「特例適

用利子等の額という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利

子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の

額」とする。 

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

１９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特 
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定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第８条４項に規定する特例適用配当等、同法第１

２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規定する

特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第２３条第１項の規定の適用

については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義によ

る所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６項及

び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配

当等の額（以下この条及び第２３条第１項において「特例適用配当等の

額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金

額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合

計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第２３条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

(条例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

２０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特 

定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等

に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得等を有する場

合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第２３条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第８条４項に規定する特例適用配当等、同法第１

２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規定する

特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条     及び第２３条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６項及び

第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当

等の額（以下この条及び第２３条第１項において「特例適用配当等の額」

という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の

合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は特例適用配当等の額」と、第２３条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

(条例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

２０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特 

定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等

に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得等を有する場

合における第３条、第６条、第８条、     及び第２３条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税
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法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額の合計から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額

の合計額」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

(条例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

２１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定 

同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得等を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第２３条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。

以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と「及び

山林所得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計

額」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額の合計から法律第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

受薬等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額

の合計額」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額」と第２３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

(条例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

２１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定 

同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得等を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条、     及び第２３条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。

以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と「及び

山林所得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計

額」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約
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適用配当等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等の額」とする。 

 

適用配当等の額」と第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等の額」とする。 
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洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例新旧対照表 

改  正  案 現     行 

 （乳児等通園支援事業利用料）  

第４条 町長は、町立保育所において乳児又は幼児に乳児等通園支援事業

（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１５第１項に規

定する乳児等通園支援事業をいう。）による乳児等通園支援（洞爺湖町

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和８

年条例第 号）第２条に規定する乳児等通園支援をいう。）を提供した

ときの利用料は、零とする。 

 

  

第５条 第４条 

  

 

洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに

対し、児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該

教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに

対し、児童福祉法第３３条の１０各号   に掲げる行為その他当該

教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。 
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洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３

条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３

条の１０各号   に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第１６条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条

第１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に

対する食事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施設」

という。）において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により

行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、

当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的

保育事業所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調

理機能を有する設備を備えなければならない。 

第１６条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条

第１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に

対する食事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施設」

という。）において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により

行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、

当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的

保育事業所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調

理機能を有する設備を備えなければならない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、町等の栄養

士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が

受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮

が行われること。 

⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、町等の栄養

士              により、献立等について栄養の観点からの指導が

受けられる体制にある等、栄養士              による必要な配慮

が行われること。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

２ （略） ２ （略） 
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（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に

掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１

号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表において

同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が行われた

場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診

断の全部または一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健

康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、

家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結

果を把握しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等に

おける乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開始前の健康診

断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開

始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開

始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合にお

いて、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始

前の健康診断の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における乳児又は幼児

（以下「乳幼児」という。）の利用

開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健

康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健康

診断又は臨時の健康診断 
 

 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（職員） （職員） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者

をいう。以下同じ。）は、町長が行う研修（町長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士（北海道が

法第１８条の２７第１項に規定する認定地方公共団体（以下「認定地

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者

をいう。以下同じ。）は、町長が行う研修（町長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士           
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方公共団体」という。）である場合には、保育士又は北海道の区域に

係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保

育士」という。））又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると

町長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

                                                              

                                                              

                 又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると

町長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

３ （略） ３ （略） 

（職員） （職員） 

第２９条 小規模保育事業所A型には、保育士（北海道が認定地方公共団

体である場合には、保育士又は北海道の区域に係る地域限定保育士。

次項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第１６条

第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A

型にあっては、調理員を置かないことができる。 

第２９条 小規模保育事業所A型には、保育士                        

                                                              

                    、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第１６条

第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A

型にあっては、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（職員） （職員） 

第３１条 小規模保育事業B型を行う事業所（以下「小規模保育事業所B

型」という。）には、保育士（北海道が認定地方公共団体である場合

には、保育士又は北海道の区域に係る地域限定保育士。次項において

同じ。）その他保育に従事する職員として町長が行う研修（町長が指

定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者

（以下この条において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員

を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模

保育事業所B型又は第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を

第３１条 小規模保育事業B型を行う事業所（以下「小規模保育事業所B

型」という。）には、保育士                   

                               

    その他保育に従事する職員として町長が行う研修（町長が指

定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者

（以下この条において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員

を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模

保育事業所B型又は第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を
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搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことがで

きる。 

搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことがで

きる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（職員） （職員） 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士（北海道が認定地

方公共団体である場合には、保育士又は北海道の区域に係る地域限定

保育士。次項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければな

らない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事

業所又は第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する保

育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができ

る。 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士        

                               

              、嘱託医及び調理員を置かなければな

らない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事

業所又は第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する保

育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができ

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（職員） （職員） 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９人以下のものに限る。以

下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。）

を行う事業所（以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育

事業所」という。）には、保育士（北海道が認定地方公共団体である

場合には、保育士又は北海道の区域に係る地域限定保育士。次項にお

いて同じ。）その他保育に従事する職員として町長が行う研修（町長

が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了し

た者（以下この条において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調

理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小

規模型事業所内保育事業所又は第１６条第１項の規定により搬入施設

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９人以下のものに限る。以

下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。）

を行う事業所（以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育

事業所」という。）には、保育士                 

                               

      その他保育に従事する職員として町長が行う研修（町長

が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了し

た者（以下この条において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調

理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小

規模型事業所内保育事業所又は第１６条第１項の規定により搬入施設
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から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員

を置かないことができる。 

から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員

を置かないことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（職員） （職員） 

第１０条 略 第１０条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、

都道府県知事又は地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の

１９第１項の指定都市若しくは同法第２５２条の２２第１項の中核市

の長が行う研修を修了したもの(放課後児童健全育成事業者が研修計

画を定めて、当該研修を採用から２年以内に修了することを予定して

いるものを含む)でなければならない。 

４  放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、

都道府県知事又は地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の

１９第１項の指定都市若しくは同法第２５２条の２２第１項の中核市

の長が行う研修を修了したもの(放課後児童健全育成事業者が研修計

画を定めて、当該研修を採用から２年以内に修了することを予定して

いるものを含む)でなければならない。 

⑴ 保育士（北海道が法第１８条の２７第１項に規定する認定地方公共

団体である場合には、保育士又は北海道の区域に係る法第１８条の２

９に規定する地域限定保育士）の資格を有する者 

⑴ 保育士の資格を有する者 

⑵～⑽ 略 ⑵～⑽ 略 

５及び６ 略 ５及び６ 略 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止)  

第１２条 放課後児童健全育成事業の職員は、利用者に対し、法第３３条

の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

第１２条 放課後児童健全育成事業の職員は、利用者に対し、法第３３条

の１０各号    に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 
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洞爺湖町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の４６第５項の規定に基づき、地域包括支援セ

ンターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものと

する。 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の４６第４項の規定に基づき、地域包括支援セ

ンターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものと

する。 

  

（地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数） （地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第４条 地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者

の数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき専

らその職務に従事する常勤の職員の員数（地域包括支援センター運営

協議会（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省

令」という。）第１４０条の６６第１号イに規定する地域包括支援セ

ンター運営協議会をいう。）が第１号被保険者の数及び地域包括支援

センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換

算方法（当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域

包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除するこ

とにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員

数に換算する方法をいう。）によることができる。次項において同じ。）

は、原則として次のとおりとする。 

第４条 地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者

の数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき専

らその職務に従事する常勤の職員の員数              

                                 

                                 

                                 

                                

                                

                                

                               

                                

 は、原則として次のとおりとする。 

⑴～⑵ 略 ⑴～⑵ 略 
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⑶ 主任介護支援専門員（省令                 

                    第１４０条の６６第１

号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。）その他これに準ず

る者 １人 

⑶ 主任介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号。次項において「省令」という。）第１４０条の６６第１

号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。）その他これに準ず

る者 １人 

２ 略 ２ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支

障があると地域包括支援センター運営協議会           

                                

               において認められた場合 

⑵ 前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支

障があると地域包括支援センター運営協議会（省令第１４０条の６

６第１号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。

次号及び次条において同じ。）において認められた場合 

⑶ 略 ⑶ 略 
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洞爺湖町体育施設条例新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（名称及び位置） 

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 

 

別表第１（第５条関係） 

体育施設の開館時間及び休館日 

施設名 開館時間 休館日 

あぶた体育館 午前９時から午後９時

まで 

(1) 月曜日 

(2) １２月２８日から翌年の１

月３日まで 

虻田テニスコー

ト 

午前９時から午後９時

まで 

１２月１日から翌年の３月３１

日まで 

 

 

 

別表第２（第８条関係） 

１ 略 

 

名称 位置 

あぶた体育館 虻田郡洞爺湖町高砂町１８番地２ 

虻田テニスコート 虻田郡洞爺湖町高砂町４４番地４１ 

（名称及び位置） 

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

あぶた体育館 虻田郡洞爺湖町高砂町１８番地２ 

洞爺湖町プール 虻田郡洞爺湖町栄町６３番地４ 

虻田テニスコート 虻田郡洞爺湖町高砂町４４番地４１ 

 

別表第１（第５条関係） 

体育施設の開館時間及び休館日 

施設名 開館時間 休館日 

あぶた体育館 午前９時から午後９時

まで 

(1) 月曜日 

(2) １２月２８日から翌年の１

月３日まで 

洞爺湖町プール 午前１０時から午後９

時まで 

１０月１日から翌年の５月３１

日まで 

虻田テニスコー

ト 

午前９時から午後９時

まで 

１２月１日から翌年の３月３１

日まで 

 

別表第２（第８条関係） 

１ 略 
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２ 洞爺湖町プール 

施設の使用料 

時間区分 

利用区分 

９時から

１７時ま

で 

１７時か

ら２１時

まで 

個人

利用 

一般（１回） ２００円 ３００円 

高校生（１回） １００円 ２００円 

小・中学生（１回） 無料 無料 

専用

利用 

通常利用料（１コース～１時間） ５００円 ８００円 

全館利用料（全６コース～１時間） ３，５００

円 

５，６００

円 

幼児用及び低学年用プール（１時間） ２００円 ３００円 

 

備考 

１ 個人利用の１回とは、施設への入場から退場までをいう。 

２ 専用利用は、１時間単位の使用料とする。 

３ 利用時間には、準備、後始末に要する時間を含む。 

４ 町外団体の専用利用は、使用料の５割増とする。 

５ 区分を超えて利用する場合は、１時間につき当該承認を受けた区

分の使用料の３割の額とする。なお、１時間未満の利用については、

１時間の利用とみなす。 

６ 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するもので、その額

が３，０００円を超える場合（段階がある場合は最高額）は、営利
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２ 虻田テニスコート 

（略） 

目的の利用とし、専用使用料の１０割増しとする。 

また、入場料等がなくても公共の目的以外の物品の販売がある場

合は、全て営利目的とみなす。 

 

３ 虻田テニスコート 

（略） 
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【総務部企画財政課】 

西いぶり定住自立圏共生ビジョンの改訂について 

 

１．趣 旨 

【西いぶり定住自立圏】 

・人口 5万人以上など要件を満たす「中心市」が近隣市町と協定を結び、連携と役

割分担のもと、定住のための暮らしに必要な諸機能を確保するとともに、地域資源

を活用した経済の活性化と交流の促進を図り、圏域として魅力あふれる地域の形成

を目指すものです。 

・西いぶり地域では、室蘭市が中心市となり、平成 22 年に登別市・伊達市・豊浦

町・壮瞥町・洞爺湖町との間で定住自立圏形成協定を締結、平成 28 年に協定分野

を追加し、協定変更を行いました。 

・今回はビジョンの改訂に伴い、新たに「地域公共交通」の分野を追加するなど、

協定の一部を変更する協定を締結するものです。 

 

【西いぶり定住自立圏共生ビジョン】 

・定住自立圏形成協定に基づき連携して推進する取組について、実施スケジュール

や事業内容、事業費見込みなどを記載する計画です。 

・平成 28 年に改訂した共生ビジョンの計画期間終了（～令和 7 年度）に伴い、こ

れまでの取組や課題を踏まえ、令和 8～12年度の 5年間を計画期間とする共生ビジ

ョンの改訂を室蘭市が主導し実施するものです。 

 

２．協定内容の一部変更 

〇定住自立圏の形成に関する協定 新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第２（第３条関係） 

結びつきやネットワークの強化に係る政策の分野 

1. 地域公共交通 

(２) 地域公共交通の維持確保 
取組内容 甲の役割 乙の役割 

圏域内における公共
交通の利便性向上や
持続可能な運行体制

の充実などに官民連
携して取り組み、圏
域全体の地域公共交

通の維持確保を図る 

乙や関係機関等と連
携し、利便性向上や
利用促進、運行体制

の充実など、圏域全
体の持続可能な地域
公共交通の維持確保

に向けて中心市とし
て取り組む 

甲や関係機関等と
連携し、利便性向
上や利用促進、運

行体制性の充実な
ど、持続可能な地
域公共交通の維持

確保に向けて取り
組む 

 

別表第２（第３条関係） 

結びつきやネットワークの強化に係る政策の分野 

（新設） 

2. ICTネットワーク 

(１) 行政情報ネットワークの推進 
取組内容 甲の役割 乙の役割 

圏域内における住民

サービスの向上に資
する各種行政情報ネ
ットワークの推進を

図る。 

乙と連携し、住民サ

ービスの向上に資す
る各種行政情報ネッ
トワークの構築及び

運営に中心市として
取り組む 

甲と連携し、住民

サービスの向上に
資する各種行政情
報ネットワークの

構築及び運営に取
り組む 

 

1. ICTネットワーク 

(１)行政情報ネットワークの推進 
取組内容 甲の役割 乙の役割 

圏域内における地域

に密着した各種行政
情報ネットワークの
推進を図る。 

乙と連携し、生活情

報等に関するメール
配信システムをはじ
めとする各種行政情

報ネットワークの構
築及び運営に中心市
として取り組む 

甲と連携し、生活

情報等に関するメ
ール配信システム
をはじめとする各

種行政情報ネット
ワークの構築及び
運営に取り組む 

 

-36-



 

 

 

【総務部企画財政課】 

 

議案第５７号別紙 

 

定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書 

 

室蘭市（以下「甲」という。）と洞爺湖町（以下「乙」という。）は、平成２２

年９月３０日に締結した定住自立圏の形成に関する協定の一部を次のとおり変更

する協定を締結する。 

 

別表第２中３の表を４の表とし、２の表を３の表とし、別表第２の１の表中「地

域に密着した」及び「生活情報等に関するメール配信システムをはじめとする」を

「住民サービスの向上に資する」に改め、同表を別表第２の２の表とし、同表の前

に次の１表を加える。 

１．地域公共交通 

（１）地域公共交通の確保維持 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

圏域内における公共交通

の利便性向上や持続可能な

運行体制の充実などに官連

携して取り組み、圏域全体

の地域公共交通の維持確保

を図る。 

乙や関係機関等と連携

し、利便性向上や利用促進、

運行体制の充実など、圏域

全体の持続可能な地域公共

交通の維持確保に向けて中

心市として取り組む。 

甲や関係機関等と連携

し、利便性向上や利用促進、

運行体制の充実など、持続

可能な地域公共交通の維持

確保に向けて取り組む。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その

１通を保有する。 

 

令和８年 ３月    日 

 

室蘭市幸町１番２号 

甲 室蘭市 

市長 青  山    剛 

 

虻田郡洞爺湖町栄町５８番地 

乙 洞爺湖町 

町長 下 道 英 明 
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【総務部企画財政課】 
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